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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）及び法に

基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（平２５条例１８・一部改正） 

（用語の定義） 

第２条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 



(1) 公園 法第２条第１項に規定する都市公園をいう。 

(2) 公園施設 法第２条第２項に規定する公園施設をいう。 

(3) 有料公園 熱海市（以下「市」という。）が設置する公園のうち、有料で利用させるも

のをいう。 

(4) 有料公園施設 市が設置する公園施設のうち、有料で利用させるものをいう。 

（平２２条例９・平２５条例１８・一部改正） 

第２章 公園及び公園施設の設置基準 

（平２５条例１８・追加） 

（公園の配置及び規模に関する基準） 

第３条 法第３条第１項の条例で定める基準は、次条及び第５条に定めるところによる。 

（平２５条例１８・追加） 

（住民１人当たりの公園の敷地面積の標準） 

第４条 市の区域内の公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、４３平方メートル以上とし、

市の市街地の公園の当該市街地の住民１人当たりの敷地面積の標準は、３．５平方メートル

以上とする。 

（平２５条例１８・追加） 

（市が設置する公園の配置及び規模の基準） 

第５条 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市におけ

る公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次

に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。 

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住す

る者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、０．１ヘクタールを

標準として定めること。 

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者

が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、１ヘクタールを標準とし

て定めること。 

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内

に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、４ヘクター

ルを標準として定めること。 

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する



ことを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を

超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総

合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその

利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を

定めること。 

２ 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主とし

て風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地であ

る樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に

供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、

それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、

及びその敷地面積を定めるものとする。 

（平２５条例１８・追加） 

（公園施設の設置基準） 

第６条 法第４条第１項本文の条例で定める割合は、次に掲げる公園の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める割合とする。 

(1) 敷地面積が１，０００平方メートル未満の公園 １００分の４ 

(2) 敷地面積が１，０００平方メートル以上の公園 １００分の２ 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「政令」という。）第６条第１項各

号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める範囲とする。 

(1) 政令第６条第１項第１号に規定する場合 同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷

地面積の１００分の１０を限度として法第４条第１項本文の規定により認められる建築

面積を超えることができることとする。 

(2) 政令第６条第１項第２号に規定する場合 同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷

地面積の１００分の２０を限度として法第４条第１項本文の規定により認められる建築

面積を超えることができることとする。 

(3) 政令第６条第１項第３号に規定する場合 同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷

地面積の１００分の１０を限度として法第４条第１項本文又は前２号の規定により認め

られる建築面積を超えることができることとする。 

(4) 政令第６条第１項第４号に規定する場合 同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷



地面積の１００分の２を限度として法第４条第１項本文又は前３号の規定により認めら

れる建築面積を超えることができることとする。 

３ 政令第６条第６項に掲げる場合に関する法第５条の９第１項の規定により読み替えて適用

する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に

限り、当該公園の敷地面積の１００分の１０を限度として同項本文の規定により認められる

建築面積を超えることができることとする。 

４ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、１００分の５０とする。 

（平２５条例１８・追加、平３０条例１２・平３１条例９・一部改正） 

第３章 公園の管理 

（平２０条例２１・改称、平２５条例１８・旧第２章繰下） 

（行為の禁止） 

第７条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、法第

６条第１項若しくは第３項又は次条第１項若しくは第２項の許可に係るものについては、こ

の限りでない。 

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。 

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(5) 屋外広告物を掲示し、又は散布すること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車類を乗り入れること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用又はその管理に当たり特に支障があると認めら

れる行為をすること。 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第４条繰上・一部改正、平２２条例

９・一部改正、平２５条例１８・旧第３条繰下） 

（行為の制限） 

第８条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受け

なければならない。ただし、法第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３項の規定に基

づく許可に係るものについてはこの限りでない。 

(1) 物品の販売、靴みがき、募金その他これらに類する行為をすること。 



(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。 

(3) 興行を行うこと。 

(4) 競技会、展示会、博覧会、映画会、撮影会、集会その他これらに類する催しのため公園

の全部又は一部を独占して利用すること。 

(5) 花火等火気を使用すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理に当たり支障があると認めてあらかじめ

当該公園に掲示する行為をすること。 

２ 前項の規定により許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、市長の許可を受

けなければならない。 

３ 市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に

限り、第１項又は前項の許可を与えることができる。 

４ 市長は、第１項又は第２項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができ

る。 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第５条繰上・一部改正、平２２条例

９・一部改正、平２５条例１８・旧第４条繰下） 

（利用の禁止又は制限） 

第９条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は

公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はそ

の利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することが

できる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園施設を利用させてはならない。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められる

とき。 

(3) 建物又は設備等を破損するおそれがあると認められるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、公園施設の利用が不適当と認められるとき。 

（平２条例４・平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第６条繰上・一部改正、

平２２条例９・一部改正、平２５条例１８・旧第５条繰下） 

（有料公園及び有料公園施設） 

第１０条 有料公園及び有料公園施設は、別表第１に定めるとおりとする。 



２ 有料公園を利用しようとする者（１月から３月までの期間内において市長が別に定める期

間（以下「特定期間」という。）に利用しようとする者に限る。）又は有料公園施設を利用

しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようと

するときも同様とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、熱海市立澤田政廣記念美術館の入館その他の管理に関しては熱

海市立澤田政廣記念美術館条例（昭和６２年熱海市条例第１号）の定めるところによる。 

４ 有料公園及び有料公園施設（熱海市立澤田政廣記念美術館を除く。）の供用日及び供用時

間は、別表第２に定めるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、

供用日又は供用時間を変更することができる。 

５ 第８条第４項の規定は、第２項の承認（以下「利用承認」という。）について準用する。 

（昭５４条例７・昭５８条例８・昭６１条例１１・平２条例４・平１１条例１１・平

１２条例１８・平１７条例２０・平１８条例２１・一部改正、平２０条例２１・旧第

７条繰上・一部改正、平２２条例９・一部改正、平２５条例１８・旧第６条繰下・一

部改正、平２９条例２５・一部改正） 

（公園施設の設置又は管理の許可に係る申請書の記載事項） 

第１１条 法第５条第１項の条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項 

ア 申請者の住所、氏名及び職業（法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び

営業種目並びに代表者の住所及び氏名。以下同じ。） 

イ 設置の目的 

ウ 設置の期間 

エ 設置の場所 

オ 公園施設の種類、構造、数量及び規模 

カ 公園施設の管理方法 

キ 公園施設を設けて営業するときは、その経営の方法及び収支見込 

ク 工事の実施方法 

ケ 工事の着手及び完了の時期 

コ 公園の復旧方法 

サ その他市長の指示する事項 

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項 



ア 申請者の住所、氏名及び職業 

イ 管理の目的 

ウ 管理の期間 

エ 管理する公園施設の種類及び数量 

オ 管理の方法 

カ 公園施設を管理して営業するときは、その経営方法及び収支見込 

キ その他市長の指示する事項 

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項 

ア 申請者の住所、氏名及び職業 

イ 既に受けた許可の番号及び年月日 

ウ 変更する事項及び変更の理由 

エ その他市長の指示する事項 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第８条繰上・一部改正、平２２条例

９・一部改正、平２５条例１８・旧第７条繰下） 

（占用許可に係る申請書の記載事項） 

第１２条 法第６条第２項の条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 申請者の住所、氏名及び職業 

(2) 占用物件の管理の方法 

(3) 工事実施の方法 

(4) 工事の着手及び完了の時期 

(5) 公園の復旧方法 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項 

（平２０条例２１・旧第９条繰上・一部改正、平２５条例１８・旧第８条繰下） 

（占用の変更許可に係る軽易な変更） 

第１３条 法第６条第３項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設（以下「占用物件」とい

う。）の模様替えで、当該占用物件の構造の著しい変更を伴わないもの 

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの 

（平２０条例２１・旧第１０条繰上・一部改正、平２５条例１８・旧第９条繰下） 

（許可条件等） 



第１４条 市長は、公園管理上必要があると認めるときは、法第５条第１項、法第６条第１項

若しくは第３項又は第８条第１項本文（第１号（募金に係るものに限る。）、第５号及び第

６号を除く。）若しくは第２項の許可（以下「公園施設の設置等の許可」という。）を受け

ようとする者又は受けた者に連帯保証人を立てさせ、若しくは市長の定める保証金を納付さ

せ、又は必要な担保を供せしめることができる。 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第１１条繰上・一部改正、平２５条

例１８・旧第１０条繰下・一部改正） 

（使用料） 

第１５条 利用承認を受けた者は、別表第３に定める使用料を前納しなければならない。ただ

し、市長が別に納期を指定した場合は、この限りでない。 

２ 公園施設の設置等の許可を受けた者は、別表第４に定める使用料を前納しなければならな

い。 

（平２０条例２１・全改・旧第１２条繰上、平２２条例９・一部改正、平２５条例１

８・旧第１１条繰下） 

（使用料の不還付） 

第１６条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の全部又は一部を還付することができる。 

(1) 利用承認又は公園施設の設置等の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由に

より、当該承認に係る利用又は当該許可に係る設置、管理、占用若しくは行為をすること

ができなかったとき。 

(2) 公園施設の維持管理のため、市長が利用承認又は公園施設の設置等の許可を取り消した

とき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めたとき。 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第１３条繰上・一部改正、平２５条

例１８・旧第１２条繰下） 

（使用料の減免） 

第１７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

（平２０条例２１・旧第１４条繰上・一部改正、平２５条例１８・旧第１３条繰下） 

（損害賠償の義務） 

第１８条 公園を利用する者が、その者の責めに帰すべき理由によって市に損害を生じさせた



ときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。 

（平２条例４・追加、平２０条例２１・旧第１４条の２繰上・一部改正、平２２条例

９・一部改正、平２５条例１８・旧第１４条繰下） 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１９条 公園施設の設置等の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に

供し、又は使用させることができない。 

（平２０条例２１・一部改正、平２５条例１８・旧第１５条繰下） 

（監督処分） 

第２０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許

可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中

止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。 

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者 

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者 

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は

承認（第２６条第１項に規定する指定管理者が同条第２項の規定により行う許可又は承認を

含む。）を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命

ずることができる。 

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

(3) 前２号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第１７条繰上・一部改正、平２５条

例１８・旧第１６条繰下・一部改正） 

第４章 工作物の保管の手続等 

（平１７条例４・追加、平２５条例１８・旧第３章繰下） 

（工作物等を保管した場合の公示事項） 

第２１条 法第２７条第５項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設（以下「工作物等」という。）の名称又は種類、

形状及び数量 

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 



(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 

（平１７条例４・追加、平２０条例２１・旧第１７条の２繰上、平２５条例１８・旧

第１７条繰下） 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第２２条 法第２７条第５項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならな

い。 

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して２週間、規則で定める場所に掲

示すること。 

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の

期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原

を有する者（以下「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることができないときは、

その掲示の要旨を規則に定める方法により公示すること。 

２ 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工

作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せなければならない。 

（平１７条例４・追加、平２０条例２１・旧第１７条の３繰下・一部改正、平２２条

例９・一部改正、平２５条例１８・旧第１８条繰下） 

（工作物等の価額の評価の方法） 

第２３条 法第２７条第６項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工

作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してす

るものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の

評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 

（平１７条例４・追加、平２０条例２１・旧第１７条の４繰下、平２５条例１８・旧

第１９条繰下） 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第２４条 市長は、法第２７条第６項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付

して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争

入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却する

ことができる。 



２ 前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前

日から起算して少なくとも５日前までに、次に掲げる事項を熱海市公告式条例（昭和２５年

熱海市条例第１９号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方

法で公示しなければならない。 

(1) 工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

(2) 入札執行の場所及び日時 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定による競争入札のうち指名競争入札の方法については、なるべく３人以上の

入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号で定める事項をあらかじめ通知しなければな

らない。 

４ 第１項の規定による随意契約の方法については、なるべく２人以上の者から見積書を徴さ

なければならない。 

（平２０条例２１・全改・旧第１７条の５繰下、平２５条例１８・旧第２０条繰下） 

（工作物等を返還する場合の手続） 

第２５条 市長は、保管した工作物等（法第２７条第６項の規定により売却した代金を含む。

以下この条において同じ。）を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者

にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作

物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受

領書と引換えに返還するものとする。 

（平１７条例４・追加、平２０条例２１・旧第１７条の６繰下・一部改正、平２５条

例１８・旧第２１条繰下） 

第５章 指定管理者による管理 

（平２０条例２１・追加、平２５条例１８・旧第４章繰下） 

（指定管理者による管理） 

第２６条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定によ

り、法人その他の団体で市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、別表第５

左欄に掲げる公園（以下「指定管理者管理公園」という。）の管理に関する業務を行わせる

ものとする。 

２ 指定管理者管理公園の管理に関する業務の範囲は、別表第５左欄に掲げる公園の区分に応

じ、同表右欄に定めるとおりとする。この場合において、指定管理者は、第１０条第４項た



だし書の規定により供用日又は供用時間の変更を行う場合には、市長の承認を受けなければ

ならない。 

（平２０条例２１・追加、平２２条例９・一部改正、平２５条例１８・旧第２２条繰

下、平２９条例８・一部改正） 

（指定管理者の指定の手続等） 

第２７条 指定管理者の指定の手続等については、熱海市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例（平成１７年熱海市条例第６号）の定めるところによる。 

（平２０条例２１・追加、平２５条例１８・旧第２３条繰下） 

（利用料金の納付） 

第２８条 指定管理者が第２６条第１項の規定により行う第８条第１項第１号（募金に係るも

のを除く。）から第４号まで若しくは同条第２項の許可又は第１０条第２項の承認を受けた

者は、当該指定管理者に対し、利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項の利用料金をい

う。以下同じ。）を前納しなければならない。ただし、当該指定管理者が別に納期を指定し

た場合は、この限りでない。 

２ 指定管理者は、その管理に係る指定管理者管理公園の利用料金を別表第６及び別表第７に

定める額（公の施設の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民に対しては、市民と同

様の額）の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変

更しようとするときも、同様とする。 

３ 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければ

ならない。 

４ 利用料金は、その納付を受けた指定管理者の収入とする。 

（平２０条例２１・追加、平２５条例１８・旧第２４条繰下・一部改正） 

（利用料金の減免） 

第２９条 指定管理者は、市長が定める基準に該当すると認めるときは、その管理に係る都市

公園の利用料金を減免することができる。 

（平２０条例２１・追加、平２５条例１８・旧第２５条繰下） 

（利用料金の不還付） 

第３０条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（平２０条例２１・追加、平２５条例１８・旧第２６条繰下） 



第６章 雑則 

（平１７条例４・旧第３章繰下、平２０条例２１・旧第４章繰下、平２５条例１８・

旧第５章繰下） 

（届出） 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 法第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３項の規定による許可を受けた者が、公

園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。 

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。 

(3) 第１号に掲げる者が、法第１０条第１項の規定により、公園を原状に回復したとき。 

(4) 法第２６条第２項又は第４項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられ

た者が、命ぜられた工事を完了したとき。 

(5) 法第２７条第１項若しくは第２項又は第２０条第１項若しくは第２項の規定により必要

な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。 

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転し

たとき。 

(7) 公園施設の設置等の許可を受けた者が、その住所又は氏名（法人にあってはその名称若

しくは主たる事務所の所在地又は代表者の住所若しくは氏名）を変更したとき。 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第１８条繰下・一部改正、平２５条

例１８・旧第２７条繰下・一部改正） 

（報告及び調査） 

第３２条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、公園施設の設置等の許可を受け

た者に対して、公園の使用状況について報告を求め、又は職員をして当該許可を受けた者が

公園内に設けた施設又は物件の立入検査をさせることができる。ただし、立入検査をする場

合には、当該許可を受けた者にあらかじめ通知しなければならない。 

２ 前項の規定により、職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを掲示しなければならない。 

（平２０条例２１・旧第１９条繰下・一部改正、平２５条例１８・旧第２８条繰下） 

（公園の区域の変更及び廃止） 

第３３条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の変更又は廃



止に係る区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。 

（昭６１条例１１・追加、平２０条例２１・旧第１９条の２繰下・一部改正、平２５

条例１８・旧第２９条繰下） 

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用） 

第３４条 第７条から第３２条までの規定は、法第３３条第４項に規定する公園予定区域又は

予定公園施設について準用する。 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第２０条繰下・一部改正、平２５条

例１８・旧第３０条繰下・一部改正） 

（委任） 

第３５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（平２０条例２１・旧第２１条繰下、平２５条例１８・旧第３１条繰下） 

第７章 罰則 

（平１７条例４・旧第４章繰下、平２０条例２１・旧第５章繰下、平２５条例１８・

旧第６章繰下） 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過料に処する。 

(1) 第７条（第３４条において準用する場合を含む。）の規定に違反して第７条各号に掲げ

る行為をした者 

(2) 第８条第１項又は第２項（第３４条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の

規定に違反して第８条第１項各号に掲げる行為をした者 

(3) 第２０条（第３４条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による市長

の命令に違反した者 

（平１７条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第２２条繰下・一部改正、平２２条

例９・一部改正、平２５条例１８・旧第３２条繰下・一部改正） 

第３７条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた

金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円と

する。）以下の過料に処する。 

（平１２条例４・一部改正、平２０条例２１・旧第２３条繰下・一部改正、平２５条

例１８・旧第３３条繰下） 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、昭和４１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に権原に基づいて公園において第５条第１項各号に掲げる行為をし

ている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間に

限り従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第５条第１項の許可を受けたも

のとみなす。 

３ 市長は、新たに第２６条第１項の規定により指定を行った場合は、当該指定に係る指定管

理者が別表第５左欄に掲げる公園について行う同表右欄に掲げる業務を開始する前において

も、第２８条第２項の規定による承認を行うことができる。 

（平２２条例９・追加、平２６条例４・一部改正） 

附 則（昭和４１年条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４２年条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４４年条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４５年条例第１２号） 

この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第８号） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年条例第１７号） 

この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年条例第３号） 

この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５４年条例第７号） 

この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年条例第７号） 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 



附 則（昭和５５年条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５７年条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年条例第１１号） 

この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。ただし、第７条及び別表の改正規定は、昭

和６１年６月１日から施行する。 

附 則（平成元年条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行前に既に法又はこの条例による使用許可を受けている場合の使用料について

は、改正後の熱海市都市公園条例第１２条、別表第１及び別表第２の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則（平成２年条例第４号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成２年規則第１１号により平成２年８月１日から施行） 

附 則（平成４年条例第３号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年条例第７号） 

この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に既に使用等の許可を受けている場合の使用料等については、改正後の

条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成１１年条例第１１号） 



この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。（ただし書略） 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成１２年条例第１８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年８月１日から施行する。 

附 則（平成１３年条例第３０号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成１３年１１月１日から施行する。（ただし書略） 

附 則（平成１６年条例第２８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行前に既に使用の許可を受けている場合の使用料については、改正後の熱海市

都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正後の熱海市都市公園条

例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年条例第２０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第２１号） 



（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の熱海市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第５左欄に掲げる公園に係

る新条例第２２条第１項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この

条例の施行の日前においても、熱海市公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例（平成

１７年熱海市条例第６号）の規定の例により行うことができる。 

３ 前項の規定に基づいて行う新条例第２２条第１項の規定による指定に係る指定管理者（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の指定管理者をいう。以下同じ。）

についての新条例第２４条第２項の規定による承認は、この条例の施行の日前においても、

新条例別表第６及び別表第７に定める額の範囲内で行うことができる。 

（経過措置） 

４ この条例の施行前に改正前の熱海市都市公園条例（以下「旧条例」という。）の規定によ

り市長が行った許可その他の行為（新条例別表第５左欄に掲げる公園について行った同表右

欄に掲げる業務に係るものに限る。）は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした

承認その他の行為とみなす。 

５ この条例の施行の際旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為（新条

例別表第５左欄に掲げる公園についてされた同表右欄に掲げる業務に係るものに限る。）は、

新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。 

６ 市長は、新たに新条例第２２条第１項の規定による指定を行った場合において、当該指定

に係る指定管理者が新条例別表第５左欄に掲げる公園について行う同表右欄に掲げる業務を

開始する前においても、新条例第２４条第２項の規定による承認を行うことができる。 

附 則（平成２２年条例第９号） 

改正 平成２３年３月１６日条例第９号 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項及び附則第３項の規定 公布の日 

(2) 第１条及び第３条の規定 平成２３年１月１日 

(3) 第２条及び附則第４項から第６項までの規定 平成２５年４月１日 



（平２３条例９・一部改正） 

（準備行為） 

２ 第２条の規定による改正後の熱海市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第５左

欄に掲げる公園（姫の沢公園を除く。以下次項から第５項までにおいて同じ。）に係る新条

例第２２条第１項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第２条の規

定の施行の日前においても、熱海市公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例（平成１

７年熱海市条例第６号）の規定の例により行うことができる。 

３ 前項の規定に基づいて行う新条例第２２条第１項の規定による指定に係る指定管理者（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の指定管理者をいう。以下同じ。）

についての新条例第２４条第２項の規定による承認は、第２条の規定の施行の日前において

も、新条例別表第６及び別表第７に定める額の範囲内で行うことができる。 

（経過措置） 

４ 第２条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱海市都市公園条例（以下「旧条例」

という。）の規定により市長が行った承認その他の行為（新条例別表第５左欄に掲げる公園

について行った同表右欄に掲げる業務に係るものに限る。）は、新条例の相当規定に基づい

て、指定管理者がした承認その他の行為とみなす。 

５ 第２条の規定の施行の際旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為

（新条例別表第５左欄に掲げる公園についてされた同表右欄に掲げる業務に係るものに限

る。）は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみ

なす。 

（平２３条例９・一部改正） 

（マリンスパあたみの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

６ マリンスパあたみの設置及び管理に関する条例（平成１７年熱海市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２３年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第１８号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第３１号）抄 



１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第３条中熱海市駐車場の設置及

び管理に関する条例附則の改正規定、第７条中マリンスパあたみの設置及び管理に関する条

例附則の改正規定、第８条中熱海市都市公園条例附則の改正規定及び次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ 熱海市駐車場の設置及び管理に関する条例第１１条第１項、マリンスパあたみの設置及び

管理に関する条例第９条第２項及び熱海市都市公園条例第２８条第２項に規定する承認は、

この条例施行の前においても、第３条の規定による改正後の熱海市駐車場の設置及び管理に

関する条例別表、第７条の規定による改正後のマリンスパあたみの設置及び管理に関する条

例第９条第２項並びに第８条の規定による改正後の熱海市都市公園条例別表第６及び別表第

７に定める額の範囲内で行うことができる。 

３ 第４条の規定による改正後の熱海市行政財産の目的外使用に関する使用料条例第２条の規

定、第６条の規定による改正後の熱海市初島漁港管理条例別表第１の規定、第８条の規定に

よる改正後の熱海市都市公園条例別表第３及び別表第４の規定、第１０条の規定による改正

後の熱海市立学校施設使用条例別表第１の規定並びに第１１条の規定による改正後の熱海市

民グラウンド条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用等の許可等に係る使用料等

について適用し、同日前の使用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に改正前の熱海市都市公園条例別表第６に規定する回数券の利用料

金を納付した者については、なお従前の例により利用することができる。 

附 則（平成２９年条例第８号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条並びに次項及び附則第３

項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第２条の規定による改正後の熱海市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第５左



欄に掲げる公園（熱海海浜公園に限る。附則第４項及び第５項において同じ。）に係る新条

例第２６条第１項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第２条の規

定の施行の日前においても、熱海市公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例（平成１

７年熱海市条例第６号）の規定の例により行うことができる。 

３ 前項の規定に基づいて行う新条例第２６条第１項の規定による指定に係る指定管理者（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の指定管理者をいう。以下同じ。）

についての新条例第２８条第２項の規定による承認は、第２条の規定の施行の日前において

も、新条例別表第６及び別表第７に定める額の範囲内で行うことができる。 

（経過措置） 

４ 第２条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱海市都市公園条例（以下「旧条例」

という。）の規定により市長が行った承認その他の行為（新条例別表第５左欄に掲げる公園

について行った同表右欄に掲げる業務に係るものに限る。）は、新条例の相当規定に基づい

て、指定管理者がした承認その他の行為とみなす。 

５ 第２条の規定の施行の際旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為

（新条例別表第５左欄に掲げる公園についてされた同表右欄に掲げる業務に係るものに限

る。）は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみ

なす。 

附 則（平成３０年条例第１２号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第５条の規定による熱海市自

転車等駐車場の設置及び管理に関する条例第１１条の改正規定、第６条の規定による初島漁

港管理条例第１３条及び第２３条の改正規定、第７条の規定による熱海市都市公園条例第６

条の改正規定、第８条の規定による熱海市駅前広場条例第８条の改正規定、第１０条の規定

による熱海市離島初島簡易水道条例第２６条の改正規定、第１１条の規定による熱海市下水

道条例第３１条及び第３６条の改正規定、第１２条の規定による熱海市温泉条例第７条の改

正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 熱海市駐車場の設置及び管理に関する条例第１１条第１項、熱海市自転車等駐車場の設置



及び管理に関する条例第１３条第１項及び熱海市都市公園条例第２８条第２項に規定する承

認は、この条例の施行の日前においても、第１条の規定による改正後の熱海市駐車場の設置

及び管理に関する条例別表、第５条の規定による改正後の熱海市自転車等駐車場の設置及び

管理に関する条例別表並びに第７条の規定による改正後の熱海市都市公園条例別表第６及び

別表第７に定める額の範囲内で行うことができる。 

３ 第２条の規定による改正後の熱海市行政財産の目的外使用に関する使用料条例第２条の規

定、第３条の規定による改正後の熱海市総合福祉センター条例別表の規定、第６条の規定に

よる改正後の初島漁港管理条例別表第１の規定、第７条の規定による改正後の熱海市都市公

園条例別表第３及び別表第４の規定、第８条の規定による改正後の熱海市駅前広場条例別表

の規定、第１３条の規定による改正後の熱海市公民館条例別表の規定、第１４条の規定によ

る改正後の熱海市立学校施設使用条例別表第１及び別表第２の規定並びに第１５条の規定に

よる改正後の熱海市民グラウンド条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可

等に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可等に係る使用料等については、なお

従前の例による。 

附 則（令和２年条例第９号） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。ただし、別表第１及び別表第２の改正規定

並びに次項の規定は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。 

（令和２年規則第６号で令和２年４月５日から施行） 

２ この条例による改正後の熱海市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第１の２ 有

料公園施設の表姫の沢公園の項に掲げる有料公園施設（ビジターセンターに係るものに限

る。）に係る新条例第２６条第１項の規定により行う第１０条第２項の承認及びこれに関し

必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の相当する規定の例

により行うことができる。 

別表第１（第１０条関係） 

（平２２条例９・追加、平２５条例１８・平２９条例８・令２条例９・一部改正） 

１ 有料公園 

梅園 

２ 有料公園施設 

公園の名称 有料公園施設の種類 



梅園 香林亭 

熱海市立澤田政廣記念美術館 

小山臨海公園 南熱海マリンホール 

テニスコート 

多目的広場 

姫の沢公園 スポーツ広場 

ビジターセンター 

熱海海浜公園 マリンスパあたみ 

別表第２（第１０条関係） 

（平２０条例２１・追加、平２２条例９・旧別表第１繰下・一部改正、平２５条例１

８・平２９条例８・平２９条例２５・令２条例９・一部改正） 

１ 有料公園 

公園の名称 供用日 供用時間 

梅園 １月１日から１２月３１日まで 午前８時３０分から午後４時ま

で（特定期間に限る。） 

２ 有料公園施設 

区分 供用日 供用時間 

梅園 香林亭 １月４日から１２月２８日まで 午前９時から午後４時３０分ま

で 

小山臨海公園 南熱海マリン

ホール 

１月４日から１２月２８日まで 午前９時から午後９時まで 

テニスコート １月４日から６月３０日まで及

び９月１日から１２月２８日ま

で 

午前９時から午後９時まで 

７月１日から８月３１日まで 午前７時から午後９時まで 

多目的広場 １月４日から１２月２８日まで 午前８時４０分から午後５時ま

で 

姫の沢公園 スポーツ広場 １月４日から２月末日まで及び

１１月１日から１２月２８日ま

午前９時から午後４時まで 



で 

３月１日から１０月３１日まで 午前９時から午後５時まで 

ビジターセン

ター 

１月４日から１２月２８日まで 午前９時から午後５時まで 

熱海海浜公園 マリンスパあ

たみ 

１月１日から１２月３１日まで

（木曜日（その日が国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日に

当たるときは、その日後におい

てその日に最も近い同法に規定

する休日でない日）を除く。） 

午前１０時から午後７時まで 

別表第３（第１５条関係） 

（平２０条例２１・全改・旧別表第１繰下、平２２条例９・旧別表第２繰下・一部改

正、平２５条例１８・平２６条例４・平３１条例９・一部改正） 

１ 有料公園 

区分 単位 使用料 

梅園 市民及び市内宿泊施設利用者（学齢に達しない者、小学

校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者並びにこ

れらの者を引率する教員を除く。） 

１回 １００円 

市民及び市内宿泊施設利用者以外の者（学齢に達しない

者、小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者

並びにこれらの者を引率する教員を除く。） 

１回 ３００円 

２ 有料公園施設 

区分 単位 使用料 

梅

園 

香林亭 １号室 １日当たり １，６５０円 

２号室 １日当たり １，３２０円 

３号室 １日当たり １，３２０円 

備考 

１ 「市民」とは、市内に住所を有する者及び熱海市別荘等所有税条例（昭和６０年熱海



市条例第２３号）第２条に規定する別荘等の所有者をいう（別表第６において同じ。）。 

２ 「市内宿泊施設利用者」とは、寮、保養所その他これらに類する施設及び旅館業法（昭

和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅館業（同条第５項に規定する下宿

営業を除く。）の用に供する市内の宿泊施設に宿泊した者をいう（別表第６において同

じ。）。 

別表第４（第１５条関係） 

（平２０条例２１・全改、平２２条例９・平２５条例１８・平２６条例４・平２９条

例８・平３１条例９・一部改正） 

区分 単位 使用料 

１ 公園施設を設置する場合 １平方メートル当

たり 

月額２０円 

２ 公園施設を管理する場合 １平方メートル当

たり 

日額３０円 

３ 公園を占用

する場合 

電柱（支線、支柱及び支柱線を含む。）、

標識その他これらに類するもの 

１本当たり 月額６０円 

電線（地下に埋設するものに限る。）、

水道管、下水道管、ガス管その他これ

らに類するもの 

１メートル当たり 月額１０円 

公衆電話所その他これらに類するもの １箇所当たり 月額２００円 

競技会その他これらに類する催しのた

め設けられる仮設工作物 

１平方メートル当

たり 

日額２０円 

４ 第８条第１

項各号に掲

げる行為を

する場合 

仮設の茶店、売店その他の店舗による

物品の販売、靴みがきその他これらに

類する行為 

１平方メートル当

たり 

月額９９０円 

営業を目的とした写真又は映画の撮影 撮影機（写真機）

１台当たり 

月額２，２００円 

興行、競技会、展示会、博覧会、映画

会、撮影会、集会その他これらに類す

る催し 

１平方メートル当

たり 

日額３３円 



備考 使用料の算定は、次のとおりとする。 

１ 使用料に係る期間の計算については、当該期間が１月未満の場合及び１月未満の端数

が生じた場合は、日割計算とする。 

２ 面積が１平方メートルに満たない場合及び１平方メートルに満たない端数が生じた

場合は、１平方メートルに切り上げる。 

３ 延長が１メートルに満たない場合及び１メートルに満たない端数が生じた場合は、１

メートルに切り上げる。 

４ ２の項及び３の項に規定する使用料については、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）第６条に規定する非課税の貸付け（以下「非課税貸付け」という。）に該当しない

場合は、当該消費税額を当該額に合算した額とする。 

５ ４の項に規定する使用料については、非課税貸付けに該当する場合は、当該消費税相

当額を除いた額とする。 

６ この表により算定した使用料に１０円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

別表第５（第２６条関係） 

（平２０条例２１・追加、平２２条例９・平２５条例１８・平２９条例２５・一部改

正） 

公園名 業務の範囲 

小山臨海公園、姫の

沢公園、熱海海浜公

園 

(1) 第８条第１項本文（第５号を除く。）又は第２項の規定による許可

及び同条第４項の規定による条件の付与 

(2) 第９条の規定による利用の禁止及び制限（同条第２項第１号に掲げ

る事由が生じたことを理由とするものを除く。） 

(3) 第１０条第２項の規定による利用の承認 

(4) 第１０条第４項ただし書の規定による供用日及び供用時間の変更 

(5) 第１０条第５項において準用する第８条第４項の規定による条件の

付与 

(6) 第２０条第１項の規定による許可若しくは承認の取消し、その効力

の停止又はその条件の変更 

(7) 当該公園の維持管理に関する業務 



(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、当該公園の管理に関して市長

が必要と認める業務 

別表第６（第２８条関係） 

（平２２条例９・全改、平２５条例１８・平２５条例３１・平２６条例４・平２９条

例８・平２９条例２５・平３１条例９・一部改正） 

１ 小山臨海公園 

(1) 南熱海マリンホール 

時間区分 

 

利用区分 

午前 午後 夜間 午前及

び午後 

午後及

び夜間 

全日 備考 

１ 金額の単位

は、円とする。 

２ 「一般」と

は、満３歳未

満の者及び幼

児・児童・生

徒以外の者を

いう。 

３ 「幼児・児

童・生徒」と

は、幼児（満

３歳以上の者

で学齢に達し

ないものをい

う。）、小学

校の児童並び

に中学校及び

高等学校の生

徒並びにこれ

らに準ずる者

をいう。 

９時か

ら１２

時まで 

１３時

から１

７時ま

で 

１７時

から２

１時ま

で 

９時か

ら１７

時まで 

１３時

から２

１時ま

で 

９時か

ら２１

時まで 

ス

ポ

ー

ツ

ホ

ー

ル 

入場

料の

類を

徴収

しな

い場

合 

アマチュア

スポーツ・

レクリエー

ションに利

用する場合 

一般 ３，２

１０ 

４，８

１０ 

６，４

２０ 

８，０

２０ 

１万

１，２

３０ 

１万

４，４

４０ 

幼

児・児

童・生

徒 

２，１

４０ 

３，２

１０ 

４，２

８０ 

５，３

５０ 

７，４

９０ 

９，６

３０ 

その他の場合 ９，６

３０ 

１万

３，９

１０ 

１万

９，２

６０ 

２万

３，５

４０ 

３万

３，１

７０ 

４万

２，８

００ 

入場

料の

類を

徴収

する

場合 

アマチュア

スポーツ・

レクリエー

ションに利

用する場合 

一般 ８，０

２０ 

１万

２，０

９０ 

１万

６，０

５０ 

２万１

１０ 

２万

８，１

４０ 

３万

６，１

６０ 

幼

児・児

童・生

５，３

５０ 

８，０

２０ 

１万７

００ 

１万

３，３

７０ 

１万

８，７

２０ 

２万

４，０

７０ 



徒 ４ 利用時間を

経過したとき

は、当該利用

料金の１時間

（１時間に満

たない場合の

端数は、１時

間とする。）

当たり相当額

に当該超過時

間を乗じて得

た額とする。 

５ スポーツホ

ールの一部を

占有して利用

する場合、そ

の利用面積が

３分の２、２

分の１又は３

分の１の場合

は、その割合

に応じた利用

料金とし、そ

れに満たない

ときの利用料

金において

も、利用料金

は当該利用料

金のそれぞれ

その他の場合 ２万

４，０

７０ 

３万

４，７

７０ 

４万

８，１

５０ 

５万

８，８

５０ 

８万

２，９

２０ 

１０万

７，０

００ 

準備等のため利用する

場合（１時間につき） 

５３０ 

武

道

場 

入場

料の

類を

徴収

しな

い場

合 

アマチュア

スポーツ・

レクリエー

ションに利

用する場合 

一般 ７４０ １，０

７０ 

１，４

９０ 

１，８

１０ 

２，５

６０ 

３，３

１０ 

幼

児・児

童・生

徒 

５３０ ７４０ １，０

７０ 

１，２

８０ 

１，８

１０ 

２，３

５０ 

その他の場合 ２，１

４０ 

３，２

１０ 

４，２

８０ 

５，３

５０ 

７，４

９０ 

９，６

３０ 

入場

料の

類を

徴収

する

場合 

アマチュア

スポーツ・

レクリエー

ションに利

用する場合 

一般 ２，１

４０ 

３，２

１０ 

４，２

８０ 

５，３

５０ 

７，４

９０ 

９，６

３０ 

幼

児・児

童・生

徒 

１，６

００ 

２，２

４０ 

３，２

１０ 

３，８

５０ 

５，４

５０ 

７，０

６０ 

その他の場合 ６，７

４０ 

９，６

３０ 

１万

３，４

８０ 

１万

６，３

７０ 

２万

３，１

１０ 

２万

９，８

５０ 

卓球（１台につき） 一般 ５３０ ７４０ １，０

７０ 

１，２

８０ 

１，８

１０ 

２，３

５０ 

幼

児・児

童・生

徒 

３２０ ５３０ ６４０ ８５０ １，１

７０ 

１，４

９０ 



バドミントン（１面の

みの利用に限る。） 

一般 ８５０ １，２

８０ 

１，７

１０ 

２，１

４０ 

２，９

９０ 

３，８

５０ 

３分の２、２

分の１又は３

分の１の額と

する。 

６ 冷暖房設備

を利用する場

合の利用料金

は、当該利用

料金の１．５

倍に相当する

額とする。 

幼

児・児

童・生

徒 

５３０ ７４０ １，０

７０ 

１，２

８０ 

１，８

１０ 

２，３

５０ 

中

ホ

ー

ル 

入場料の類を徴収しな

い場合 

４，２

８０ 

６，４

２０ 

１万７

００ 

１万７

００ 

１万

７，１

２０ 

２万

１，４

００ 

入場料の類を徴収する

場合 

１万

２，８

４０ 

１万

９，２

６０ 

３万

２，１

００ 

３万

２，１

００ 

５万

１，３

６０ 

６万

４，２

００ 

準備等のため利用する

場合（１時間につき） 

５３０ 

和

室 

入場料の類を徴収しな

い場合 

１，４

９０ 

２，１

４０ 

３，６

３０ 

３，６

３０ 

５，７

７０ 

７，２

７０ 

入場料の類を徴収する

場合 

４，４

９０ 

６，４

２０ 

１万９

１０ 

１万９

１０ 

１万

７，３

３０ 

２万

１，８

２０ 

第

１

会

議

室 

第

２

会

議

室 

入場料の類を徴収しな

い場合 

７４０ １，０

７０ 

１，８

１０ 

１，８

１０ 

２，８

８０ 

３，６

３０ 

入場料の類を徴収する

場合 

２，１

４０ 

３，２

１０ 

５，３

５０ 

５，３

５０ 

８，５

６０ 

１万７

００ 



第

３

会

議

室 

舞

台

（

ス

ポ

ー

ツ

ホ

ー

ル） 

収益又は営利を目的と

しない場合 

１，４

９０ 

２，１

４０ 

３，６

３０ 

３，６

３０ 

５，７

７０ 

７，２

７０ 

収益又は営利を目的と

する場合 

４，４

９０ 

６，４

２０ 

１万９

１０ 

１万９

１０ 

１万

７，３

３０ 

２万

１，８

２０ 

準備等のため利用する

場合（１時間につき） 

２２０ 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム 

当日券（１人１回につ

き） 

３２０ 

回数券（１２回分） ３，２００ 

用

具 

ピアノ（１時間につき） １，０７０ 

(2) テニスコート及び多目的広場 

区分 単位 利用料金 

テニスコート（１面当たり） 市民 午前及び午後１時間当たり ５５０円 



夜間１時間当たり １，０５０円 

市民以外の者 午前及び午後１時間当たり １，１００円 

夜間１時間当たり １，６００円 

多目的広場 市民以外の者 午前 ２，２００円 

午後 ３，３００円 

１日 ５，５００円 

備考 単位の欄における午前、午後及び夜間の区分は、次のとおりとする。 

１ 午前 午前７時から正午まで 

２ 午後 正午から午後５時まで（１月４日から６月３０日まで及び９月１日から１２月

２８日まで） 

正午から午後７時まで（７月１日から８月３１日まで） 

３ 夜間 午後５時から午後９時まで（１月４日から６月３０日まで及び９月１日から１

２月２８日まで） 

午後７時から午後９時まで（７月１日から８月３１日まで） 

２ 姫の沢公園 

(1) スポーツ広場 

区分 単位 市民又は市内宿泊施設利用者 市民又は市内宿泊施設利

用者以外の者 

一般 幼児・児童・生

徒 

一般 幼児・児童・

生徒 

営利を目的としない

場合 

１時間当たり ２，１００円 １，０５０円 ６，３００円 ３，１５０円 

営利を目的とする場

合 

１日当たり １６万８，０

００円 

８万４，０００

円 

１６万８，０

００円 

１６万８，０

００円 

(2) ビジターセンター 

区分 単位 市民又は市内宿泊施設利

用者 

市民又は市内宿泊施設利用

者以外の者 

多目的

会議室 

営利を目的としな

い場合 

１時間当

たり 

２００円 ６００円 



営利を目的とする

場合 

１時間当

たり 

６００円 １，８００円 

備考 

１ 「営利を目的とする場合」とは、個人、団体又は法人が業として催物等で施設を利用

することをいい、「営利を目的としない場合」とは、それ以外のものをいう。 

２ 「一般」とは、満３歳未満の者及び幼児・児童・生徒以外の者をいい、「幼児・児童・

生徒」とは、幼児（満３歳以上の者で学齢に達しないものをいう。）、小学校の児童並

びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。 

３ スポーツ広場の半面を利用する場合の利用料金は、上記料金の２分の１の額とする。 

４ ビジターセンター多目的会議室の冷暖房設備を利用する場合の利用料金は、当該利用

料金の１．５倍に相当する額とする。 

３ 熱海海浜公園 

施設名 単位 利用料金 

マリンスパあたみ １回 １，３６０円 

別表第７（第２８条関係） 

（平２０条例２１・追加、平２２条例９・平２５条例１８・平２６条例４・平２９条

例８・平３１条例９・一部改正） 

区分 単位 利用料金 

１ 第８条第１項各

号に掲げる行為

をする場合 

仮設の茶店、売店そ

の他の店舗による物

品の販売、靴みがき

その他これらに類す

る行為 

１平方メートル当た

り 

月額９９０円 

営業を目的とした写

真又は映画の撮影 

撮影機（写真機）１

台当たり 

月額２，２００円 

興行、競技会、展示

会、博覧会、映画会、

撮影会、集会その他

これらに類する催し 

１平方メートル当た

り 

日額３３円 

備考 利用料金の算定は、次のとおりとする。 



１ 利用料金に係る期間の計算については、当該期間が１月未満の場合及び１月未満の端

数が生じた場合は、日割り計算とする。 

２ 面積が１平方メートルに満たない場合及び１平方メートルに満たない端数が生じた

場合は、１平方メートルに切り上げる。 

３ １の項に規定する利用料金については、非課税貸付けに該当する場合は、当該消費税

相当額を除いた額とする。 

４ この表により算定した利用料金に１０円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 

 


